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上郡町監査委員 西 後 竹 則

〃 木 村 公 男

令和４年度上郡町下水道事業会計決算審査報告について

地方公営企業法（昭和 27年法律第 292 号）第 30 条第２項及び上郡町監査基準第２条第１

項第４号の規定により、審査に付された令和４年度上郡町下水道事業決算を示す書類を審査し

た結果を上郡町監査委員条例（昭和 57年条例第４号）第８条及び上郡町監査基準第 14 条の

規定により別紙のとおり報告する。

記

審査の概要

１．審査対象

令和４年度上郡町下水道事業会計決算

２．審査の日

令和５年８月３日（木）

３．審査場所

役場４０１会議室

４．審査着眼点

令和２年度から地方公営企業法の財務規定を適用し、特別会計から公営企業会計に移行

した公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集落排

水処理事業の４事業を下水道事業として審査した。

審査は令和４年度上郡町下水道事業会計決算書、財務諸表及び付属書類について、地

方公営企業法等に準拠して作成されているか、財務諸表が財政状況を適正に表示している

か、経営活動が合理的かつ能率的に運営されているか等に留意し実施した。なお、審査に当

たっては関係職員の説明を聴取しながら決算計数と担当課提出の資料を照合し、月例出納

検査の結果も参考とした。
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５．決算の概要（審査の実施内容）

１）決算計数

審査に付された令和４年度上郡町下水道事業会計決算書、財務諸表及び付属書類の

記載事項は地方公営企業法その他関係法令に準拠して作成されており、その計数は諸帳

簿と合致し、適正に表示しているものと認める。

２）経営状況

（１）業務の概要

①公共下水道事業

計 画 区 域 面 積 ３３５ （ha）

現在排水区域面積 ３２１ （ha）

排水区域内人口（A） ８，743 （人）

水 洗 化 人 口 (B ) ８，484 （人）

水 洗 化 率 (B/A) ９７．０ （％）

年間総処理水量（C) １，174，842 （㎥）

年間有収水量（D) ８64，578 （㎥）

有 収 率 （ D / C ) ７3．6 （％）

②特定環境保全公共下水道事業

計 画 区 域 面 積 ６３ （ha）

現在排水区域面積 ６３ （ha）

排水区域内人口（A） １，478 （人）

水 洗 化 人 口 (B ) １，４１８ （人）

水 洗 化 率 (B/A) ９5．9 （％）

年間総処理水量（C) ２11，566 （㎥）

年間有収水量（D) １５5，682 （㎥）

有 収 率 （ D / C ) ７3．6 （％）

③農業集落排水事業

計 画 区 域 面 積 １０９ （ha）

現在排水区域面積 １０９ （ha）

排水区域内人口（A） ２，553 （人）

水 洗 化 人 口 (B ) ２，４48 （人）

水 洗 化 率 (B/A) ９５．９ （％）

年間総処理水量（C) ２61，３14 （㎥）

年間有収水量（D) ２38，446 （㎥）
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（２）収支決算の概要

不足分は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保

資金で補填されている。資本的支出のうち約８61，106 千円が企業債の元金

償還であり、施設の改良工事等への投資額は約5８，８１０千円である。

３）未収金の状況

令和５年３月末現在の下水道使用料の未収金は、令和４年度分２１，９４１千円、令和３年

度以前分１５，２１５千円の合計３７，１５６千円であったが、１，６６９千円の不納欠損処理など

により、令和５年６月３０日現在では、１７，８８１千円である。なお、令和５年６月３０日現在の

令和４年度分下水道使用料の徴収率は、９８．５１％（調定総額２２２，３３３，０１２円・収入済

額２１９，０２２，１１４円）である。

有 収 率 （ D / C ) 91．２ （％）

④小規模集合排水処理事業

計 画 区 域 面 積 １ （ha）

現在排水区域面積 １ （ha）

排水区域内人口（A） ２8 （人）

水 洗 化 人 口 (B ) ２8 （人）

水 洗 化 率 (B/A) １００．０ （％）

年間総処理水量（C) ３，072 （㎥）

年間有収水量（D) 2，957 （㎥）

有 収 率 （ D / C ) ９6．3 （％）

◎ 収益的収支決算については

収入決算額 １，066，671，５88 円に対し

支出決算額 １，052，516，276 円と

１4，155，312 円の純利益であるが、

これは資本的収支の不足分を補填するため、一般会計から繰入れしたこと

によるものである。

◎ 資本的収支決算については

収入決算額 ５４9，930，992 円（税込）に対し

支出決算額 ９１９，９１５，９５７ 円（税込）と

△３6９，９８４，９６５ 円（税込）の不足となり
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６．審査の結果及び意見

令和４年度上郡町下水道事業会計決算書、関係諸帳簿並びに証書類について審査したと

ころ、その経理に誤りはなく諸帳簿等の整備についても適正に処理されていることを認め

た。

当事業は、管路や処理場など多大な施設・設備投資により事業を展開しており、企業債残

高は、年々減少しているものの現在も多額（７4億 6，496万円）となっている。また、当年度

純利益は１4，155千円であるが、一般会計からの基準外繰入金受入が含まれた結果である

ため、経営及び資金運営については、引き続き注視すべきである。

処理区域内人口は、前年度（１２，９６６人）に比べて、１６４人減の１2，802人となっている。

また、年間総処理水量についても、前年度に比べ１２０，２２９㎥の減となっている。この要因と

しては、人口の減少によるもののほか、新型コロナウイルスの影響による一般家庭の外出自

粛が解除されたことによるものと考えられる。

人口減少等による経費回収率の下降が予測される中、安定した経営の継続には下水道事

業全体の計画的な施設統合や経費削減のための不断の努力を図るとともに、長期的な視点

での収入確保と経営の安定化を図る必要がある。

以上


